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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ通信回線に係る識別情報を記憶した複数の記憶媒体から、前記識別情報を読み
出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により前記複数の記憶媒体から読み出された識別情報に基づいて前記
複数の記憶媒体に対応した通信回線を決定し、前記決定した複数の通信回線を使用して基
地局との間で通信を行う通信手段と、
　前記複数の通信回線についてそれぞれ通信可能な基地局を探索する処理を実行すると共
に前記探索の結果に基づいて着信の待ち受け状態となるよう前記通信手段を制御する制御
手段とを備え、
　前記制御手段は、前記複数の通信回線のうち待ち受け状態となった通信回線の数が閾値
に達していない場合には、待ち受け状態となっていない通信回線のために前記通信手段が
前記探索の処理を実行する間隔を第１の間隔に設定し、前記複数の通信回線のうち待ち受
け状態となった通信回線の数が前記閾値に達している場合には、前記間隔を前記第１の間
隔よりも長い第２の間隔に設定することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　それぞれ通信回線に係る識別情報を記憶した複数の記憶媒体から、前記識別情報を読み
出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により前記複数の記憶媒体から読み出された識別情報に基づいて前記
複数の記憶媒体に対応した通信回線を決定し、前記決定した複数の通信回線を使用して基
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地局との間で通信を行う通信手段と、
　前記複数の通信回線についてそれぞれ通信可能な基地局を探索する処理を実行すると共
に前記探索の結果に基づいて着信の待ち受け状態となるよう前記通信手段を制御する制御
手段とを備え、
　前記制御手段は、前記複数の通信回線のうち待ち受け状態となった通信回線の数が閾値
に達したことに応じて、待ち受け状態となっていない通信回線のために前記通信手段が前
記探索の処理を実行する間隔を長くすることを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　ユーザが前記閾値を設定するための操作手段を備えたことを特徴とする請求項１または
２に記載の通信装置。
【請求項４】
　それぞれ通信回線に係る識別情報を記憶した複数の記憶媒体から、前記識別情報を読み
出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により前記複数の記憶媒体から読み出された識別情報に基づいて前記
複数の記憶媒体に対応した通信回線を決定し、前記決定した複数の通信回線を使用して基
地局との間で通信を行う通信手段と、
　前記複数の通信回線についてそれぞれ通信可能な基地局を探索する処理を実行すると共
に前記探索の結果に基づいて着信の待ち受け状態となるよう前記通信手段を制御する制御
手段とを備え、
　前記制御手段は、前記複数の通信回線のうち何れかが待ち受け状態となったことに応じ
て、待ち受け状態となっていない通信回線のために前記通信手段が前記探索の処理を実行
する間隔を長くすることを特徴とする通信装置。
【請求項５】
　前記複数の記憶媒体を装着するための複数のスロットを備え、前記読み出し手段は前記
複数のスロットに装着された前記記憶媒体から前記識別情報を読み出すことを特徴とする
請求項１から４の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信手段は異なる通信方式により通信を行う複数の通信部を有することを特徴とす
る請求項１から５の何れか１項に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信装置に関し、特に、複数の通信回線を利用して通信を行う装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯型の通信装置として、携帯電話機が知られている。
【０００３】
　携帯電話機のうち、特に、ＩＭＴ－２０００の電話機においては、ＳＩＭ（Subscriber
 Identification Module）カードと呼ばれるＩＣカードがユーザに配布される。
【０００４】
　各ＳＩＭカードには、回線契約ごとに電話（加入者）番号やキャリア（契約した会社及
びその通信方式）などの加入者識別情報が格納されている。そして、このＳＩＭカードを
電話機に装着し、識別情報をＳＩＭカードから読み出すことで発信及び着信の通話が可能
となる。また、電話機に装着するＳＩＭカードを入れ替えることで、一つの契約回線を使
って複数の電話機を使い分けることが可能となる。
【０００５】
　また、ユーザが一人で複数の通信回線を契約した場合、契約毎の識別情報を記憶したＳ
ＩＭカードが提供される。そのため、電話機に装着するＳＩＭカードを入れ替えることで
、一台の電話機で複数の回線を使い分けることが可能となる。
【０００６】
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　また、二つのＳＩＭカードを装着可能な電話機も提案されている（例えば、特許文献１
参照）。そのため、ユーザが二つの回線を契約することにより提供された二つのＳＩＭカ
ードを装着することで、１台の電話機にて、これら二つの回線を用いて通話を行うことが
できる。
【０００７】
　また、この種の携帯電話では、電源投入時には、通信可能な無線基地局を探索し、位置
登録を行うセルサーチを実行する。また、無線基地局との間で通信可能な圏内から圏外に
移行した場合、セルサーチを定期的に実施して、次の圏内復帰時に速やかに待ち受け状態
に移行する。
【特許文献１】特開２００３－１８９３６１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述の様に、携帯電話が圏外にある場合、セルサーチの実施間隔を長くすると、圏内復
帰時に待ち受け状態に移行するまでの時間が遅れてしまう。一方、セルサーチの間隔が短
い場合、頻繁に基地局探索処理を行うことになり、携帯電話のバッテリ残量を大幅に消費
してしまう。
【０００９】
　特に、特許文献１に記載されたように、複数のＳＩＭカードを装着し、複数のキャリア
を利用して通信可能な携帯電話においては、使用するキャリアの数だけセルサーチと位置
登録処理を実施する必要がある。
【００１０】
　そのため、従来の一つのキャリアのみを利用する携帯電話よりも、一層、消費電力が増
加してしまうという問題があった。
【００１１】
　本発明は前述の如き問題を解決し、複数の通信回線を使用した場合でも、消費電力を抑
えることが可能な装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明においては、それぞれ通信回線に係る識別情報を記憶した複数の記憶媒体から、
前記識別情報を読み出す読み出し手段と、前記読み出し手段により前記複数の記憶媒体か
ら読み出された識別情報に基づいて前記複数の記憶媒体に対応した通信回線を決定し、前
記決定した複数の通信回線を使用して基地局との間で通信を行う通信手段と、前記複数の
通信回線についてそれぞれ通信可能な基地局を探索する処理を実行すると共に前記探索の
結果に基づいて着信の待ち受け状態となるよう前記通信手段を制御する制御手段とを備え
、前記制御手段は、前記複数の通信回線のうち待ち受け状態となった通信回線の数が閾値
に達していない場合には、待ち受け状態となっていない通信回線のために前記通信手段が
前記探索の処理を実行する間隔を第１の間隔に設定し、前記複数の通信回線のうち待ち受
け状態となった通信回線の数が前記閾値に達している場合には、前記間隔を前記第１の間
隔よりも長い第２の間隔に設定する構成とした。
 
【発明の効果】
【００１３】
　複数の通信回線を使用した場合でも、消費電力を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付図面に従って本発明に係る実施形態を詳細に説明する。
【００１５】
　図２は、本発明の実施形態の携帯電話機が使用されるシステムの構成を示す図である。
【００１６】
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　携帯電話機（以下電話機）１００は、セルラー方式の携帯電話機である。即ち、電話機
１００は、複数のセル内にそれぞれ設置された無線基地局２０１～２０３を介して発信、
着信を行う。電話機１００は、公知の様に、これら複数の無線基地局２０１～２０３のう
ち、通信に使用する無線基地局を探索する。そして、探索の結果検出した無線基地局を介
して通信を行う。
【００１７】
　次に、電話機１００について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態としての電話機１００の外観構成を示す図である。
【００１９】
　図１の電話機１００は、互いに異なる複数の通信方式による通信が可能である。本実施
形態では、Ｗ－ＣＤＭＡ方式とＣＤＭＡ２０００方式による通信が可能である。もちろん
、これ以外の通信方式でもよく、また、三つ以上の通信方式による通話を可能とすること
もできる。
【００２０】
　また、電話機１００は、音声通信機能のほかに、テレビ電話通信などのマルチメディア
機能、電子メール送受信機能、ＷＥＢ閲覧機能を持つ。更に、携帯電話機１００は、電話
帳機能、電子手帳機能、ゲームなどのアプリケーションをダウンロードして使用する機能
、ナビゲーション機能、音楽再生機能を有する。
【００２１】
　電話機１００の筐体１ａ、１ｂ内にはアンテナ及び、着信時等に振動させるバイブレー
タが内蔵されている。また、筐体１ａには、液晶表示部（ＬＣＤ）２が設けられている。
表示部２の上部にはスピーカ１１が配置されている。
【００２２】
　また、電話機１００には、ＳＩＭカードを装着するための三つのスロット３、４、５が
備えられている。これらのＳＩＭスロット３、４、５に対し、異なるＳＩＭカード５、６
を装着することが可能である。ＳＩＭカード６、７、８はそれぞれ、自由に取り外しする
ことが可能となっている。
【００２３】
　また、通話の際に音声を入力するためのマイクロフォン１０を筐体１ｂの最下部に配置
し、通話機能に加え、各種の機能に関する操作入力のためのキー操作部９を筐体１ｂの下
部に備えている。
【００２４】
　電話機１００は、筐体１ａと１ｂとを、矢印１２、或いは１３方向に回動させることが
できる。電話機１００を開いた状態で筐体１ａと１ｂとを矢印１２方向に回動させること
で閉じることができる。また、電話機１００を閉じた状態では、表示部２が電話機の内側
になる。また、電話機１００を閉じた状態で筐体１ａと１ｂとを矢印１３方向に回動させ
ることで開くことができる。
【００２５】
　ユーザは、電話機１００を開いた状態でキー操作部９を操作することにより、各種の機
能を利用することができる。また、電話やメールの着信動作は、電話機１００を閉じた状
態でも可能である。
【００２６】
　図３は、図１の電話機１００の内部構成を示すブロック図である。なお、図３のブロッ
ク図は、主に通話機能、電子メールの送受信機能に必要なブロックのみを記載している。
前述の様に、電話機１００は通話機能やメール送受信機能の他、各種の機能を持つが、こ
れらの機能に関連したブロック、並びにその詳細な説明については、公知の構成を用いて
おり、詳細な説明は省略する。
【００２７】
　図３において、電話機１００の各種の動作はＣＰＵ１０６により制御される。ＣＰＵ１
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０６はＣＰＵバス１１２を介して各部を制御する。ＣＰＵバス１１２には、データやプロ
グラムを格納するためのＲＡＭ１０７、ＲＯＭ１０８、電源が切れた場合にもデータを保
持することが可能な不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭ１０９が接続される。
【００２８】
　ＣＰＵ１０６は、入出力制御部１１０を介してキー操作部９からキー入力を受付けたり
、或いはキー操作部９のボタンを光らせる制御を行う。また、ＣＰＵ１０６は、表示制御
部１１１を制御することにより、表示部２に対して様々な画像や情報を表示する。
【００２９】
　また、ＣＰＵ１０６は、外部メモリＩ／Ｆ１０５を介して、ＳＩＭスロット（Ａ）３、
ＳＩＭスロット（Ｂ）４、ＳＩＭスロット（Ｃ）５に装着されたＳＩＭカードの情報を読
み取る。
【００３０】
　１１３は充電可能なバッテリである。１１４は電力供給部であり、バッテリ１１３の電
力を電話機１００の各部に供給する。
【００３１】
　また、電話機１００は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式用の通信部１０１、１０２と、ＣＤＭＡ２０
００方式用の通信部１０３を備えている。そして、装着されたＳＩＭカード４～６から読
み出した加入者情報に従い、通信部１０１、１０２、１０３の何れかを選択し、通信を行
う。
【００３２】
　即ち、装着されたＳＩＭカードがＷ－ＣＤＭＡに対応していた場合には、通信部１０１
と１０２の何れかを選択して通信を行い、ＳＩＭカードがＣＤＭＡ２０００に対応してい
た場合には通信部１０３を選択して通信を行う。また、本実施形態では、Ｗ－ＣＤＭＡに
対応したＳＩＭカードを２枚同時に装着して通信を行うことができる。更に、本実施形態
では、Ｗ－ＣＤＭＡに対応したＳＩＭカードを２枚と、ＣＤＭＡ２０００に対応したＳＩ
Ｍカードを１枚同時に装着して通信を行うことができる。
【００３３】
　そして、公知の様にＳＩＭカードから読み出した識別情報を、無線基地局を介して無線
ネットワークの制御装置に送信することにより、発信及び着信処理が可能となる。
【００３４】
　まず、電話機１００における電話、及び電子メールの基本的な着信、送信処理について
説明する。
【００３５】
　ここでは、例として、第１の通信部１０１による着信時の処理について説明する。図４
は、通信部１０１～１０３の要部構成を示すブロック図である。通信部１０１～１０３は
、何れも同様の機能ブロックから構成される。また、図４において、アンテナ共用機４０
２、受信部４０３、送信部４０４、周波数シンセサイザ４０５、ベースバンド処理部４０
６はそれぞれ、ＣＰＵバス１１２を介してＣＰＵ１０６から制御される。
【００３６】
　着信の待ち受け状態となっているときに、図２に示した基地局から伝送されてくる特定
の制御チャネルの信号をアンテナ４０１により受信し、受信された信号がアンテナ共用機
４０２を介して受信部４０３に入力される。受信部４０３は、高周波増幅器、周波数変換
器及び復調器を備える。そして、受信部４０３は、受信した信号を低雑音増幅器で低雑音
増幅した後、周波数シンセサイザ４０５より発生された受信局部発信信号と混合し、受信
中間周波数信号または受信ベースバンド信号に周波数変換する。そして、周波数変換した
信号を復調器で復調する。
【００３７】
　復調された信号は、ベースバンド処理部４０６に送られ、制御データ、音声信号及び電
子メールのデータに分離される。制御データはＣＰＵ１０６に送られる。ＣＰＵ１０６は
、この制御データに応じて着信を検出する。そして、着信を検出すると、特定のチャネル
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の信号を受信して、ベースバンド処理部４０６により音声データを検出する。
【００３８】
　ベースバンド処理部４０６は音声データを検出し、コーデック１０４に送る。コーデッ
ク１０４は、音声データを通信方式に従って復号し、スピーカ１１から出力する。
【００３９】
　一方、電子メールのデータであればＲＡＭ１０７に送られ、保存される。ユーザが、キ
ー操作部９を操作することにより、ＲＡＭ１０７に保存された電子メールデータを任意に
読み出して表示部２に表示することができる。
【００４０】
　この様に、音声電話を着信すると、スピーカ１１から相手の音声が出力される。
【００４１】
　一方、通話中の音声を送信する場合、マイク１０から出力されたユーザの音声信号はコ
ーデック１０４により通信方式に応じて符号化される。符号化された音声データは、ベー
スバンド処理部４０６により必要な処理が施され、送信部４０４に出力される送信部４０
４は、変調器、周波数変換機、送信電力増幅器を備える。そして、送信部４０４は、音声
データを通信方式に従って変調した後、周波数シンセサイザ４０５から発生された送信局
部発信信号と混合して無線周波数信号に周波数変換する。そして、変換した信号を増幅し
た後、アンテナ共用器４０２及びアンテナ４０１を介して、不図示の基地局に向けて送信
される。
【００４２】
　ユーザは、キー操作部９を操作することで、通話を終了することができる。
【００４３】
　次に、発信時の処理を説明する。
【００４４】
　ユーザは、キー操作部９を操作することにより、相手の電話番号を入力し、発信を指示
する。ＣＰＵ１０６は、発信の指示があると、ベースバンド処理部４０６に対し、発信用
のデータを送る。ベースバンド処理部４０６はまず、発信要求のためのデータを送信部４
０４に送る。送信部４０４は、発信要求のデータを前述のように変調、周波数変換、及び
増幅処理し、アンテナ共用機４０２、アンテナ４０１により指定されたチャネルを使用し
て基地局に向けて送信する。
【００４５】
　発信要求の送信後、ＣＰＵ１０６は、基地局から送信された制御データに基づいて相手
との回線が接続されたか否かを検出する。相手との回線接続を確認すると、以下、前述の
着信時と同様、相手の音声データを受信すると共に、こちらの音声を送信する処理を実行
する。
【００４６】
　また、電子メールを送信する場合、ユーザは、キー操作部９を用いて、メール作成を指
示する。メール作成が指示されると、ＣＰＵ１０６は、表示制御部１１１を制御し、メー
ル作成用の画面を表示部２に表示する。ユーザはキー操作部９を用いて送信先アドレスや
本文を入力し、送信を指示する。ＣＰＵ１０６は、メール送信が指示されると、ベースバ
ンド処理部４０６に対し、アドレスの情報を送り、コーデック１０４に対して本文のデー
タを送る。コーデック１０４は本文のデータを符号化し、ベースバンド処理部４０６に送
る。
【００４７】
　ベースバンド処理部４０６は、アドレス、及び本文のデータを送信部４０４に送り、送
信部４０４により変調等の処理を施して、アンテナ共用機４０２、アンテナ４０１を介し
て基地局に送信する。
【００４８】
　また、アンテナ共用機４０２は、基地局から送信される電波強度を検出し、検出結果を
ＣＰＵバス１１２を介してＣＰＵ１０６に送る。



(7) JP 5094279 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

【００４９】
　本実施形態では、ＳＩＭスロット（Ａ）３、ＳＩＭスロット（Ｂ）４及びＳＩＭスロッ
ト（Ｃ）５に装着されたＳＩＭカードから加入者識別情報を読み取り、この加入者情報に
基づいて通信処理を行う。
【００５０】
　ここで、ＳＩＭカードに記憶されている情報について説明する。
【００５１】
　図５はＳＩＭカードに記憶された情報を示す図である。
【００５２】
　各ＳＩＭカードには、ＩＣカードＩＤ５０１、国際移動体端末番号５０２、認証用キー
値５０６、ＰＩＮコード５０７、電話帳情報５１０、メールデータ５１２、リザーブ５１
３が記憶される。
【００５３】
　ＩＣカードＩＤ５０１は、カードをユニークに識別するための情報である。国際移動体
端末番号５０２は、契約したキャリアによって提供される加入者を特定するための情報で
ある。国際移動体端末番号５０２は、移動体通信用国番号５０３、移動体通信網識別番号
５０４及び移動体端末識別番号５０５から構成されている。移動体通信用国番号７０３に
より契約したキャリアの国が判別でき、移動体通信網識別番号５０４により契約したキャ
リアを識別できる。移動体端末識別番号５０５が電話番号として加入者に提供される。
【００５４】
　認証用キー値５０６は、キャリアの提供する電話網へアクセスするために電話機との認
証を行うための情報である。ＰＩＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｙ　Ｎｕｍｂｅ
ｒ）コード５０７は、第三者に無断使用されることを防ぐため、ＳＩＭカードが電話機に
装着された際に利用者を特定するための認証コードである。ＰＩＮコードは二種類保存す
ることができる。
【００５５】
　電話帳５１０には、ＰＩＮコード５０９を入力することにより発信可能となる発信先固
定電話帳５１１が含まれる。
【００５６】
　なお、本実施形態の電話機１００では、電源オンの間はＳＩＭスロットからＳＩＭカー
ドを取り出すことができない。そのため、ユーザがＳＩＭカードを装着、排出する場合に
は、電話機１００の電源をオフする。
【００５７】
　そして、この様に電源オフの間にＳＩＭカードの排出、装着が行われた後、キー操作部
９を操作することにより電源がオンになると、ＣＰＵ１０６は各ＳＩＭスロットにＳＩＭ
カードが装着されているか否かを判別する。
【００５８】
　そして、ＳＩＭカードが装着されていた場合、各ＳＩＭカードから図５の如き加入者情
報を読み出し、ＰＩＮコードによる認証を行う。即ち、ＣＰＵ１０６は、各ＳＩＭカード
のＰＩＮコード認証用の画面を表示部２に表示し、ユーザはキー操作部９を用いてＰＩＮ
コードを入力する。
【００５９】
　入力した結果、ＰＩＮコードが一致し、正しく認証されると、このＳＩＭカードが認証
済みである旨の情報をＲＡＭ１０７に記憶する。
【００６０】
　ＣＰＵ１０６は、各ＳＩＭカードについて、同様にＰＩＮコードの認証処理を実行する
。
【００６１】
　そして、認証が完了したＳＩＭカードの識別情報に基づいて使用する通信回線を決定し
、通信部１０１～１０３のうち、各ＳＩＭカードの通信回線を使用して通信を行うための
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通信部を各ＳＩＭカードに対応付けて決定する。
【００６２】
　また、識別情報に基づいて契約した回線ごとに設定されている、アプリケーションプロ
グラムの情報をＲＯＭ１０８から読み取り、更に、壁紙やアドレス情報などのユーザ情報
をＥＥＰＲＯＭ１０９から読み取る。読み取った各情報をＲＡＭ１０７に格納する。
【００６３】
　なお、本実施形態では、ＳＩＭカードが装着されていない場合には、通信部１０１～１
０３を利用した機能を利用することができないが、他の機能を利用することができるもの
とする。
【００６４】
　この様に、電源投入時には、ＳＩＭスロット３、４、５に装着されたＳＩＭカードから
読み出した識別情報に従い、認証処理を実行する。
【００６５】
　次に、電話機１００の電源投入に伴うセルサーチの処理について説明する。
【００６６】
　Ｗ－ＣＤＭＡ方式やＣＤＭＡ２０００方式によって通信を行う電話機では、各位置登録
エリアに含まれる多数のセルをカバーする無線基地局の中から、自身が通信可能な基地局
を探索する。そして、探索の結果検出した基地局を介して通信することで電話機１００が
属しているセルを検出し、各ＳＩＭカードから読み出した識別情報を無線ネットワークの
制御装置に送信することにより位置登録を行う。
【００６７】
　本実施形態の電話機１００では、電源投入後、前述の如く各ＳＩＭカードの認識処理に
引続いて、この様なセルサーチの動作を実行する。
【００６８】
　図６は電源投入時に実行するセルサーチに係る処理を示すフローチャートである。また
、図６の処理は、後述の如く、ＣＰＵ１０６の内蔵カウンタのカウント値が変数Ｔに一致
したタイミングでも実行される。なお、図６の処理はＣＰＵ１０６によって実行される。
【００６９】
　まず、電源投入直後の処理であるか否かを判別する（Ｓ６０１）。電源投入直後で無い
場合、即ち、後述の如く、内蔵カウンタの値がＴに達した際の処理であった場合にはＳ６
０３に進む。
【００７０】
　一方、電源投入直後であった場合、内蔵するカウンタのカウント値ＣＯＵＮＴ、及び、
変数Ｔをリセットする（Ｓ６０２）。変数Ｔは、セルサーチ処理の実行間隔を決める変数
である。
【００７１】
　次に、ＳＩＭカードＡが認証済みであるか否かを判別する（Ｓ６０３）。認証済みでな
い場合（ＳＩＭカードＡが装着されていない場合も含む）、Ｓ６０６に進む。認証済みで
あった場合、ＳＩＭカードＡに対応する通信回線が着信の待ち受け状態となっているか否
かを判別する（Ｓ６０４）。待ち受け状態であった場合、Ｓ６０５に進む。電源投入後は
待ち受け状態となっていないので、セルサーチ処理に移行する（Ｓ６０５）。
【００７２】
　セルサーチ処理について、図７のフローチャートを用いて説明する。なお、図７の処理
は、各ＳＩＭカードに対して共通に実行される。
【００７３】
　まず、周囲の基地局からの電波強度を判定する（Ｓ７０１）。ここで、電波強度が閾値
を超えていた場合、選択されたＳＩＭカードに対応する通信部により、周囲の無線基地局
のうち通信可能な基地局を探索する（Ｓ７０２）。
【００７４】
　探索の結果、基地局が検出できたか否かを判別し（Ｓ７０３）、検出できた場合には、
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その基地局との間で通信を行い、公知の技術を用いて位置登録処理を行う（Ｓ７０４）。
そして、選択中のＳＩＭカードに応じた通信回線について、待ち受け状態に設定し、その
旨をＲＡＭ１０７に記憶する（Ｓ７０５）。
【００７５】
　一方、Ｓ７０３で電波強度が閾値以下の場合、或いは、Ｓ７０３で基地局が検出できな
かった場合、そのまま圏外状態として処理を終了する。
【００７６】
　図６に戻り、ＳＩＭカードＡのセルサーチ処理完了後、ＳＩＭカードＢが認証済みであ
るか否かを判別する（Ｓ６０６）。認証済みでない場合、Ｓ６０８に進む。認証済みであ
った場合、ＳＩＭカードＢに対応する通信回線が待ち受け状態となっているか否かを判別
する（Ｓ６０７）。待ち受け状態で無い場合、図７のＳＩＭカードＢに関するセルサーチ
処理に移行する（Ｓ６０８）。待ち受け状態の場合、Ｓ６０９に進む。
【００７７】
　ＳＩＭカードＢのセルサーチ処理完了後、ＳＩＭカードＣが認証済みであるか否かを判
別する（Ｓ６０９）。認証済みでない場合、Ｓ６１１に進む。認証済みであった場合、Ｓ
ＩＭカードＣに対応する通信回線が待ち受け状態となっているか否かを判別する（Ｓ６１
０）。待ち受け状態で無い場合、図７のＳＩＭカードＢに関するセルサーチ処理に移行す
る（Ｓ６１１）。待ち受け状態の場合、Ｓ６１２に進む。
【００７８】
　そして、ＳＩＭカードＡ～Ｃのうち、待ち受け状態となっている通信回線の数が閾値以
上であるか否かを判別する（Ｓ６１２）。
【００７９】
　待ち受け状態の回線数が閾値以上で無い場合、次回セルサーチ処理を実行するまでの間
隔をＴ１に設定し、このＴ１をカウンタのカウント値に加算する（Ｓ６１３）。一方、待
ち受け状態の回線数が閾値以上であった場合、次回セルサーチ処理を実行するまでの間隔
を、Ｔ１よりも長いＴ２に設定し、このＴ２をカウンタのカウント値に加算する（Ｓ６１
４）。
【００８０】
　そして、ＣＰＵ１０６は、内蔵カウンタの値ＣＯＵＮＴがＴ以上となったことに応じて
、図６の処理を実行する。
【００８１】
　次に、着信の待ち受け状態における処理について説明する。
【００８２】
　図８は、待ち受け状態におけるＣＰＵ１０６の処理を示すフローチャートである。なお
、図８の処理は、ＳＩＭスロットに装着されたＳＩＭカードＡ～Ｃのうち、待ち受け状態
となっているＳＩＭカードに対し、所定のタイミングで繰り返し実行される。
【００８３】
　まず、ＳＩＭカードに対応した通信回線のための電波強度を閾値と比較する（Ｓ８０１
）。そして、電波強度が閾値よりも大きかった場合、公知の技術を使用し、通信部により
所定のチャネルの信号を受信し、受信したデータを利用して現在の位置登録エリアを検出
する（Ｓ８０２）。そして、位置登録エリアが検出できた場合、処理を終了する。なお、
位置登録エリアが検出できた場合には、この位置登録エリアを利用した位置登録エリアの
移行判別、位置登録処理など、公知の処理を実行するが、本件とは直接関係ないため、説
明は割愛する。
【００８４】
　一方、Ｓ８０１で電波強度が閾値以下の場合、又は、Ｓ８０２で位置登録エリアが検出
できなかった場合には、待ち受け状態を解除して圏外状態に設定する（Ｓ８０３）。そし
て、現在選択されている通信回線の状態が圏外である旨の情報をＲＡＭ１０７に記憶する
。
【００８５】
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　本実施形態では、ユーザが操作部９を操作することにより、図６のＳ６１１にて用いる
閾値を設定することができる。即ち、ユーザは、操作部９を操作することにより、メニュ
ー画面を表示部２に表示させ、このメニュー画面を利用して待ち受け状態の回線数の閾値
を設定する。
【００８６】
　この様に、本実施形態においては、電話機１００に装着されたＳＩＭカードに対応する
通信回線のうち、待ち受け状態になっている通信回線の数が閾値以上となった場合にセル
サーチ処理の間隔を長くしている。
【００８７】
　そのため、ユーザが設定した閾値以上の回線が待ち受け状態となった後は、セルサーチ
処理の間隔を長くして、消費電力を抑えることができる。
【００８８】
　なお、本実施形態では、ユーザが待ち受け状態の回線数の閾値を設定していたが、これ
に限らず、所定数の回線を閾値に設定しておき、この所定数の回線が待ち受け状態となっ
た時点でセルサーチの間隔を長くする構成としてもよい。
【００８９】
　また、本実施形態では、三つのＳＩＭスロットを備え、三つのＳＩＭカードを同時に装
着可能な場合について説明したが、二つのＳＩＭカード、或いは、四つ以上のＳＩＭカー
ドを装着する構成でもよい。
【００９０】
　例えば、二つのＳＩＭカードを装着し、二つの回線を使って通信を行う場合、何れか一
方の回線が待ち受け状態となった時点で、他方の回線のセルサーチ処理の間隔を長くする
構成としてもよい。
【００９１】
　また、前述の実施形態では、通信方式として、ＣＤＭＡ２０００、及びＷ－ＣＤＭＡ方
式を用いていたが、これ以外のセルラー方式による通信方式を利用することも可能である
。
【００９２】
　また、前述の実施形態では、ＳＩＭカードから加入者の識別情報を読み出して通信回線
の設定を行っていたが、ＳＩＭカードではなく、他の記憶媒体に格納された識別情報を用
いる場合にも同様に本発明を適用可能である。
【００９３】
　また、前述の実施形態では、携帯電話に対して本発明を適用した場合について説明した
が、複数の通信回線を用いて通信を行う他の機器に対しても本発明を同様に適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】実施形態における携帯電話機の外観図である。
【図２】実施形態の携帯電話機が使用されるシステムの構成を示す図である。
【図３】実施形態における携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図４】通信部の構成を示すブロック図である。
【図５】ＳＩＭカードに格納された識別情報を示す図である。
【図６】セルサーチ処理の間隔設定動作を示すフローチャートである。
【図７】セルサーチ処理を示すフローチャートである。
【図８】待ち受け時の処理を示すフローチャートである。
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